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地方独立行政法人 宮城県立病院機構 第６回理事会議事録 

 

日 時：平成２４年３月１６日（金）午前１０時から正午まで 

場 所：本部事務局会議室（県庁１２階） 

出席者：菅村理事長（議長）、熊谷副理事長、片倉理事、紙屋理事、小髙理事、近藤理事、 

    近内理事、西條理事、小山監事、柳川監事 

 

１ 事故報告 

平成２３年７月に発生した循環器・呼吸器病センターでの死亡事故に関し、現在の状

況について報告した。 

 

２ 議 題 

（１）組織規程の一部改正について 

  ・ 事務局から、病院組織の改正等について説明。 

  ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。 

（２）有期雇用職員就業規則の一部改正について 

  ・ 事務局から、有期雇用職員に係る年次有給休暇の取扱いの改正について説明。 

  ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。 

（３）給与規程の一部改正について 

  ・ 事務局から、診療応援手当の新設等について説明。 

  ・ 理事から、県立３病院間相互の派遣に対しても診療応援手当を支給できるようにし

てはどうかとの意見があり、事務局から、運用の状況をみて今後の検討課題とする旨

回答した。 

  ・ 理事から、診療応援手当を支出する際、応援の記録を残すうえでも会計上、支出し

た病院が分かるようにしてはどうかとの意見があり、事務局から、その方向で検討す

る旨回答した。 

  ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。 

（４）会計規程の一部改正について 

  ・ 事務局から、予備費の取扱いの改正について説明。 

  ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。 

（５）使用料及び手数料規程の一部改正について 

  ・ 事務局から、使用料及び手数料の額等の改正について説明。 

  ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。 

（６）病院事務局長の職に宮城県退職者を任用する場合の就業条件の特例に関する規程の制

定について 

  ・ 事務局から、病院事務局長の職に宮城県退職者を任用する場合の就業条件の取扱い

について説明。 

  ・ 理事から、県からの派遣職員が病院事務局長として定年を迎えた場合、有能な職員

であればそのまま法人に再雇用することが可能か質問があり、事務局から、県人事課

との協議を踏まえることとなり、不可能ではないもののそのような想定はない旨回答
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した。 

  ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。 

（７）平成２３年度補正予算について 

  ・ 事務局から、今年度補正予算について説明。 

  ・ 理事から、診療報酬の改定等状況変化が多々あり、補正予算を組んでも結局は決算

をみないとわからないことから、補正予算を組む必要性について質問があり、事務局

から、県に負担金等を要求する際にその必要性や必要額を示す資料が求められるため、

実務上、補正予算を組む必要がある旨回答した。 

  ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。 

（８）平成２４年度当初予算について 

  ・ 事務局から、来年度当初予算について説明。 

  ・ 理事から、資産見返補助金等戻入の仕組みについての確認があった。 

  ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。 

（９）平成２４年度計画について 

  ・ 事務局から、平成２４年度計画について説明。 

  ・ 理事から、県評価委員会に提案する際には当初予算の審議の前に年度計画を説明す

るようにしてはどうかとの意見があり、事務局から、同委員会では年度計画について

審議しない旨回答した。 

  ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。 

 

３ 報告事項 

（１）職員採用試験の実施状況について 

  ・ 事務局から、これまでの職員採用試験の実施状況について説明。 

  ・ 理事から、３月末退職者数と４月採用者数について質問があり、事務局から回答し

た。 

  ・ 監事から、報告資料について必要職員数や不足数が分かるように改善してほしいと

の意見があり、事務局から、善処する旨回答した。 

（２）経営状況等について 

  ・ 各病院から、患者数や収支等の経営概況について説明。 

 

以  上 


